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はじめに 
 

神奈川県では、「これからの社会を担う自立した社会人を育成することを目

的に、積極的に社会参画するための能力と態度を育成する実践的な教育」を

「シチズンシップ教育」とし、平成 22 年度から、すべての県立高等学校及び

中等教育学校でキャリア教育の一環として位置付けて取り組んできました。県

立特別支援学校においても、幼児児童生徒の自立と社会参加に向けて必要とな

る指導内容を適切に選択するとともに、実際的、体験的な活動をとおして、主

体的に学習活動に取り組んできたところです。 

そのような取組を進める中で、平成 27 年６月には、選挙権年齢を満 18 歳以

上に引き下げる公職選挙法等の一部を改正する法律が公布され、平成 28 年６

月には施行されました。 

このことを受けて、県立高等学校等や県立特別支援学校の高等部に在籍する

18 歳の生徒が投票できるようになり、特別支援学校においても選挙権年齢の引

き下げに対応した学習に、早急に取り組むことが求められています。 

そこで、神奈川県教育委員会では、平成 27 年度に「政治参加教育 模擬投

票に向けた授業計画作成事例集（特別支援学校版）」を作成し、まずは平成 28

年度に行われる参議院議員通常選挙に向け、県立特別支援学校全校で政治参加

教育の取組を始めたところです。 

さらに、平成 28 年度には、県立平塚ろう学校（聴覚障害、高等部）と県立

横浜ひなたやま支援学校(知的障害、高等部)をモデル校として指定し、県立高

等学校の実践を参考に「模擬投票」の授業を試行することとしました。この２

校では、特別支援学校として独自に架空の候補者と架空の公約を扱う「選挙体

験学習」を取り入れ、これらの成果を検証しました。そして今回、この取組の

成果を「実践事例集」としてまとめました。 

今後、各県立特別支援学校では、この「実践事例集」を参考にして、政治参

加教育」に関する授業を教育計画全体の中に取り入れ、３年後の参議院議員通

常選挙の年には「模擬投票」を全校で実施し、一人ひとりの生徒の自立と社会

参加をさらに目指していきたいと考えます。 

結びとなりますが、「選挙体験学習」では、公益社団法人日本青年会議所関

東地区神奈川ブロック協議会の御協力をいただき、また「模擬投票」の実施と

実践事例集の作成にあたっては、県選挙管理委員会と連携して取り組むことが

できました。関係の皆様には、授業を企画する段階から授業当日に至るまで、

多大なる御協力をいただきましたことを、心より感謝申し上げます。 

神奈川県教育委員会教育局支援部特別支援教育課長  
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本書では、「政治参加教育」の一つとして特別支援学校高等部で

「模擬投票」を実施するために、授業の基本的な考え方を示すとと

もに、実践例を紹介します。 

 

○ 第１章では、神奈川県の特別支援学校高等部における「政治参加

教育」のあり方と「模擬投票」等の授業のねらいなど基本的な考

え方について示します。 

○ 第２章及び第３章では、「選挙体験学習」と「模擬投票」の授業

について、授業の展開例と教材例を紹介するとともに、授業のポ

イントを示します。 

○ 第４章では、保護者や地域の方々の理解啓発に向けた取組を紹介

します。 

○ 巻末には、「模擬投票」等の実際を知っていただくために、授業

を受けた生徒を対象としたアンケートと、授業を行った教員を対

象としたアンケートの内容と結果の概要を載せました。 

○ また、これらの授業を実施するにあたって、確認しておくべき関

連通知と参考資料の一覧を示しました。 

 

各県立特別支援学校で、「模擬投票」等を計画・実施する際の参

考資料として、また、校内研修の資料としてもご活用ください。 

 

本書の構成 
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第１章 
神奈川県立の特別支援学校高等部 

における「模擬投票」等の授業のあり方 
 

第１章では、神奈川県立の特別支援学校高等部における政治参加教育のあり

方と「模擬投票」等の授業のねらい、方法、手順、留意点などについての基本

的な考え方を示します。 

 

１ 自立と社会参加を目指した「政治参加教育」 

 平成 28 年６月には、公職選挙法等の一部を改正する法律が施行され、選挙

権年齢が 18 歳以上に引き下げられたことにより、特別支援学校高等部の生徒

や高等学校等に在学する全ての生徒に、これまで以上に組織的に公民としての

資質をはぐくむ指導を行うことが、学校として求められています。 

 そこで、特別支援学校では、社会科に関する授業や生徒会の役員選挙の機会

を活用するなどして、「政治参加教育」に関する指導を行ってきましたが、今

後は、この指導をさらに充実させていく必要があります。 

そして、高等部卒業後の自立と社会参加の一つとして、一人の有権者として

主体的に政治に参加することを目指し、在学中には「政治意識を高め、主体的

に政治に参加する意欲と態度を養う」ことをねらいとして、「政治参加教育」

に取り組むことが大切です。 

 

神奈川県立高等学校及び中等教育学校が取り組むシチズンシップ教育 

 

学校から社会への円滑な接続を意識しながら、豊かな人間性や社会性を育

むため、様々な参加型・体験型の学習活動を重視して取り組むことで、生徒

一人ひとりに、実社会で役立つ豊富な知恵と経験をしっかりと身に付けさせ

ることをねらいとしています。 

具体的には、政治参加教育、司法参加教育、消費者教育、道徳教育の４本

柱について、キャリア教育の一環として学校の教育活動全体で取り組むこと

で、社会の動きや出来事に興味・関心を抱き、社会にかかわる諸課題を自ら

のこととして受け止め、解決する意欲や能力を身に付けるとともに、生涯を

通じて社会に積極的にかかわり、貢献する態度などを育成します。 

「シチズンシップ教育 Citizenship Education 指導用参考資料」

（平成 23年２月、神奈川県教育委員会高校教育企画課） 
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２ 特別支援学校高等部における選挙を題材とした授業 

政治に参加する方法の一つとして選挙があります。特別支援学校在学中に、

選挙の意義や仕組みについて学習しておくことで、生徒が選挙権を有したとき

に、主体的に選挙に参加できることが期待されます。 

そこで、平成 28 年度に、県立高等学校等の「模擬投票」の取組を参考にし

て、県立特別支援学校でも「模擬投票」を行うこととしましたが、全国的にも

特別支援学校の実践事例が少なかったことから、県立の特別支援学校２校をモ

デル校として指定し、参議院議員通常選挙の機会に「模擬投票」の授業に取り

組みました。 

「模擬投票」は、国政選挙等の内容を扱うため、公職選挙法に抵触しないよ

う、指導の内容や方法について慎重に検討し実施しなければなりません。 

さらに、特別支援学校に通う生徒に対しては、一人ひとりの教育的ニーズを

踏まえた、きめ細やかな指導と支援を行う必要があります。 

そこで、特別支援学校高等部では、「模擬投票」に加えて、指導内容を適切

に設定し、指導も柔軟に対応できて、主体的かつ体験的な活動を取り込んだ授

業「選挙体験学習」を行った上で「模擬投票」に取り組むことが必要と考え、

学習を設定しました。 

 

 

３ 「選挙体験学習」と「模擬投票」の違いと関連性 

「選挙体験学習」と「模擬投票」の特徴は、以下のとおりです。 
 

「選挙体験学習」の特徴 

○ 選挙の意義や方法について、丁寧に学習ができる。 

○ 身近なテーマを公約にすることで、生徒がイメージしやすい。 

○ 授業の期間や回数を柔軟に設定できることから、他の授業と関連付けて

取り組みやすい。 

○ 架空の選挙公報を使用することで、争点を設定しやすくなり、考えるこ

とや話し合うことがしやすくなる。 

○ 投票方法を丁寧に教えることが可能である。 

○ 架空の公約で選挙運動期間中でなければ、選挙運動にあたらないので、

生徒同士で議論がしやすくなる。 

○ 実際の国政選挙等の期間中ではないので、外部の関係機関等の協力を得

やすい。 
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「模擬投票」の特徴 

○ 実際の国政選挙の内容を扱うため、現実との結びつきが強く、意識が高

まりやすい。 

○ テレビや新聞など、学校生活以外の機会で、授業で扱った内容と関連す

る情報に触れる機会があるので、関心が高まりやすい。 

○ 模擬投票の結果と実際の選挙の結果を比べることができる。 

 

「選挙体験学習」は、体験をとおして選挙等に参加するために必要な知識や

手続きを理解することが目標です。一方、「模擬投票」は、「選挙体験学習」

で学んだことを、より実践的な場面で活用できることが目標です。そして、こ

れらの学習を積み重ねて、生徒会の選挙や実際の国政選挙等への参加など、実

際の生活に役立つ実践力を育てます。 

以上のことから、特別支援学校高等部では、「選挙体験学習」と「模擬投票」

のそれぞれの目標を理解して、これらの授業を関連付けて授業を構成し、単な

る体験に終わらず、一人ひとりの目標を設定して取り組む必要があります。 

 

  

  

選挙を題材とした段階的な授業と実際の選挙等について 

体験的活動を取り入れて、 

選挙に関する知識や手続き

を理解する。 

選挙体験学習で学んだこと

を、より実際的な場面で活

用する。 

学んだことを 

実生活で生かす。 
特別支援学校の授業 

選挙体験学習 

模擬投票 

実際の選挙等 
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４ 「選挙体験学習」の内容と方法 

(1) 事前学習 

事前学習では、選挙の意義と仕組み、選挙にあたっての情報収集の方

法、投票方法、架空の公約の検討、架空の演説会や討論会などの内容

を扱います。 

○ 投票方法の学習では、実際の国政選挙等への参加を見据えて、一人

ひとりの生徒の実態を踏まえて、指導内容を工夫します。 

○ 架空の公約の検討では、生徒がイメージしやすい身近な題材を架空

の公約とし、候補者数や公約の数を絞り込むことで、生徒自身が考

えやすく、かつ生徒間で話し合いやすい状況を整えます。そして、

情報収集や生徒間で話し合う体験を積極的に取り入れて、課題につ

いて調べ、考え、自分なりに判断していくことを学びます。 

○ 架空の演説会や討論会では、候補者役を選挙管理委員会や関係団体

など外部の方に依頼することで、より本格的な取組になります。ま

た、地域の方の協力を得ることで、地域への啓発にもなります。 

(2) 選挙体験 

選挙体験では、架空の候補者の選挙を行います。 

○ 投票箱や記載台を、市区町村の選挙管理委員会から借用すると、よ

り本格的な取組になります。 

○ 実際の国政選挙等の投票を見据えて、丁寧な指導や練習を積み重ね

る機会になります。一方で、実際の国政選挙等の投票方法に取り組

むことが難しい場合でも、生徒の実態に合った投票方法を工夫する

ことで、政治参加の意識を育てることが可能です。 

○ 架空の公約の検討や架空の演説会、討論会などの事前学習と連続し

て行うと、選挙の仕組みや流れを全体的に捉えやすくなります。 

(3) 事後学習 

事後学習では、開票と振り返りを行います。 

○ 投票直後にその場で開票することで、投票、開票、開票結果のつな

がりについて、より理解しやすくなります。 

○ 当落の結果だけに着目せず、多様な意見を持つ人々の意見を反映し

て政治が行われるという仕組みや、誰かに任せるのではなく、課題

について調べ、考え、自分なりに判断し、政治に参加することの意

義について理解を深めることが大切です。 
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５ 「模擬投票」の内容と方法 

(1) 事前学習 

事前学習では、実際の国政選挙等の選挙公報の見方、情報収集（また

はその方法）などの内容を扱います。 

○ 選挙公報は、県選挙管理委員会から県教育委員会をとおして、各校

に配付されます。この選挙公報は、授業場面に限って使用すること

となっている点に注意が必要です。 

○ 一部の公約だけを授業の内容として扱うのではなく、様々な公約が

あるなかで、各自が必要な情報を収集して、考え、自分なりに判断

していくことを学びます。 

○ 情報収集にあたっては、（特定の情報源や特定の内容だけを提示す

るのではなく）様々な方法があることを示し、各生徒が自分で情報

収集ができるよう指導することが大切です。すでに「選挙体験学習」

で、情報収集の方法について学習している場合には、インターネッ

ト等を活用して生徒自身が情報収集を体験することも可能です。 

(2) 模擬投票 

模擬投票では、実際の国政選挙等の候補者を扱った選挙を行います。 

○ 校内に模擬の投票所を設置します。投票日は実際の国政選挙等の投

票日よりも前に設定し、投票時間は、各校の状況によって柔軟に設

定します。期日前投票等の機会についても各校で柔軟に対応します。 

○ 投票箱や記載台を、市区町村の選挙管理委員会から借用することで、

より本格的な取組になります。 

○ 投票方法は、実際の国政選挙等と同じにすることを基本とします。

一方で、実際の国政選挙等の投票方法に取り組むことが難しい場合

は、生徒の実態に合った投票方法を工夫することは可能ですが、指

導や支援が、投票の誘導・干渉にならないよう注意が必要です。 

(3) 事後学習 

事後学習では、開票と振り返りを行います。 

○ 実際の国政選挙等の前に開票すると、人気投票の公表の禁止等に該

当してしまう恐れがあります。さらに、選挙日後には異議申立て期

間もあることから、実際の選挙結果が確定した後 30 日以上経過し

てから開票します。 

○ 投票から開票後の振り返りをするまでの期間が空いてしまうので、

事前学習や投票を終えたときにアンケートを行うなどして、学んだ

ことを振り返り、開票後の事後学習に生かします。 
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６ 「選挙体験学習」と「模擬投票」の実施手順 

「選挙体験学習」や「模擬投票」を実施するにあたっては、年度当初から計

画的に取り組む必要があります。授業を実施するにあたっての主な手順は次の

とおりです。 
(1) 「選挙体験学習」の手順 

項目 概要 備考 

校内研修 「選挙体験学習」の目標、指導上の留意

点等について、職員を対象に研修を行

い、共通理解を図ります。 

本冊子等を研修資料として活

用します。 

保護者への 

お知らせ 

「選挙体験学習」の授業に関する学校の

考えと具体的な内容等を示し、保護者の

理解を図ります。 

各校で必要に応じて実施しま

す。説明の機会や方法は、各

校で工夫します。 

年間指導計画

作成 

各校の教育課程編成に基づいて「選挙体

験学習」の内容を扱う教科等を定め、年

間指導計画の中に位置づけます。 

他の教科等のねらいや内容と

の関連を考慮して設定しま

す。 

指導案作成 

教材作成 

「選挙体験学習」の授業の指導案と教材

を作成します。 

授業は、事前学習、投開票の

体験、事後学習で構成しま

す。 

選挙体験学習 

実施計画作成 

架空の演説会や討論会、授業で行う投票

所の設営と当日の運営等について計画し

ます。 

 

地域への 

お知らせ 

「選挙体験学習」の授業に関する学校の

考えと具体的な内容等を示し、地域の

方々の理解を図ります。 

各校で必要に応じて実施しま

す。学校だよりなどの文書

や、学校評議委員会など機会

を活用します。 

関係機関への 

協力依頼 

記載台や投票箱を借用する場合には、市

区町村選挙管理委員会に依頼します。 

架空の候補者役を、地域の方や啓発団

体、選挙管理委員会等に依頼します。 

各校で必要に応じて実施しま

す。 

外部の方に協力してもらう場

合は、事前の丁寧な打合せが

必要です。 

事前学習 選挙の意義と仕組み、情報収集の方法、

投票方法、架空の公約の検討、架空の演

説会や討論会などの内容を扱います。 

架空の公約等を載せた選挙公

報を作成して使用します。 

 

選挙体験 校内に投票所を設置します。 

架空の選挙の投票を行います。 

 

事後学習 開票を行います。 

生徒を対象としたアンケートを実施し、

振り返りを行います。 

「選挙体験学習」の開票は即

日に行い、開票の様子や結果

を知ることで、選挙に対する

理解を深めます。 

その他 教員を対象としたアンケートを実施し、今後の授業に生かします。 
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(2) 「模擬投票」の手順 

項目 概要 備考 

校内研修 「模擬投票」等の目標、指導上の留意点

等について、職員を対象に研修を行い、

共通理解を図ります。 

年度当初に、県教育委員会が

模擬投票の説明会を開催しま

す。その内容と本冊子を活用

します。 

保護者への 

お知らせ 

「模擬投票」等の授業に関する学校の考

えと具体的な内容等を示し、保護者の理

解を図ります。 

保護者説明会で説明したり、

文書で示したりするなど、各

校で工夫します。 

年間指導計画

作成 

各校の教育課程編成に基づいて「模擬投

票」等の内容を扱う教科等を定め、年間

指導計画の中に位置づけます。 

他の教科等のねらいや内容と

の関連を考慮して設定しま

す。 

指導案作成 

教材作成 

「模擬投票」等の授業の指導案と教材を

作成します。 

授業は、事前学習、模擬投

票、事後学習で構成します。 

模擬投票等 

実施計画作成 

授業で行う投票所の設営と当日の運営、

期日前投票の実施等について計画しま

す。 

 

地域への 

お知らせ 

「模擬投票」等の授業に関する学校の考

えと具体的な内容等を示し、地域の方々

の理解を図ります。 

学校だよりなどの文書や、学

校評議委員会など機会を活用

します。 

関係機関への 

協力依頼 

記載台や投票箱を借用する場合には、市

区町村選挙管理委員会に依頼します。 

 

事前学習 実際の国政選挙等の選挙公報の見方、情

報収集（またはその方法）などの内容を

扱います。 

実際の国政選挙等の選挙公報

を使用します。選挙公報は、

県選挙管理委員会から県教育

委員会を通じて各校に配付し

ます。 

模擬投票 校内に模擬の投票所を設置し、実際の国

政選挙等の模擬投票を行います。 

必要に応じて、期日前投票も

行います。 

事後学習 開票を行います。 

生徒を対象としたアンケートを実施し、

振り返りを行います。 

開票は、実際の選挙結果が確

定した後 30日以上経過してか

ら行います。（異議申し立て

期間があるため） 

その他 教員を対象としたアンケートを実施し、今後の授業に生かします。 
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【コラム】「選挙体験学習」と「模擬投票」の実施手順例 

モデル校（平塚ろう学校と横浜ひなたやま支援学校の２校）では、平成 28

年度に「選挙体験学習」と「模擬投票」の両方を実施しました。 

なお、この例によらず、「選挙体験学習」だけを行う場合や「模擬投票」だ

けを行う場合もあります。 

 

項目 平塚ろう学校 横浜ひなたやま支援学校 

対象生徒 本科（１年 14 名、２年 13

名、３年 12名 計 39名） 

専攻科（１年１名、２年１名      

計２名）     合計 41名 

１年 45名 

２年 41名 

３年 55名 

合計 141名 

校内研修 管理職と授業担当者などが参

加(５月) 

管理職と授業担当者などが参加 

(５月) 

保護者への 

お知らせ 

PTA総会で校長が説明（４月） 

文書配付（５月） 

保護者懇談会で校長が説明（４

月）、文書配付（６月） 

教育課程 自立活動、現代社会 社会生活（教科等を合わせた指

導）、社会、特別活動 

選
挙
体
験
学
習 

事前学習

実施日 

学年毎に実施（６月） 学年毎に実施（６月） 

選挙体験

実施日 

全学年合同実施（６月） 

（振り返りを含む） 

学年毎に実施（６月） 

（振り返りを含む） 

選挙体験

実施場所 

多目的ホール、格技室（投

票） 

体育館 

参議院議員通常公示日（６月） 

模
擬
投
票 

事前学習

実施日 

全学年合同実施（７月） 学年毎に実施（６月） 

模擬投票

実施日 

全学年合同実施（７月） 

期日前投票も実施 

全学年合同実施（７月） 

模擬投票

実施場所 

多目的ホール 多目的室 

参議院議員通常選挙日（7月） 

模
擬
投
票 

事後学習

実施日 

全学年合同実施（９月） 学年毎に実施（９月） 
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７ 「選挙体験学習」と「模擬投票」の実施上の注意点 

(1) 政治的中立性の確保等 

特別支援学校高等部では、小・中学校段階における政治的教養を育む教

育を踏まえ、法令を遵守して指導をすることが大切です。 

① 法令を遵守した指導 

学校における政治的中立性の確保については、教育基本法第 14 条第

２項により定められています。 

教育基本法 

（政治教育） 

第十四条 良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重さ

れなければならない。  

２ 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対す

るための政治教育その他政治的活動をしてはならない。 

政治参加教育を行うにあたっては、指導上の政治的中立の確保等に

注意が必要です。一つは教育基本法等関連部分の法令遵守、もう一つ

は公職選挙法関連部分の法令遵守です。「私たちが拓く日本の未来 

有権者として求められる力を身に付けるために 活用のための指導資

料」（総務省、文部科学省 平成 27 年）には、指導上の政治的中立の

確保等に関する留意点が解説されていますので参照してください。 

また、資料３（P66）に示した通知を必ず確認してください。 

② 小・中学校段階における政治的教養を育む教育を実践する際のポイ

ント 

県教育委員会では、平成 28 年度に、小・中学校段階における政治的

教養の在り方について検討し、「政治的教養を育む教育」を実践する

際に、政治的中立性を確保するためのポイントを、次の２点にまとめ

ました。 

○ 身の周りのできごとや現実の社会でおきている課題には様々な見

方・考え方があることをふまえ、様々な見方・考え方を提示した

指導を行いましょう。 

○ 多様な意見を引き出せるように、発問、資料、環境設定に配慮

し、指導を行いましょう。 
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(2) 他の授業との関連 

 選挙を扱った授業は、政治参加教育の一つに過ぎません。単に選挙

の体験をするだけではなく、教育課程全体を見渡して、他の授業との

関連を図りながら進めることが大切です。 

 

(3) 高等部３年間を見据えた計画 

 「模擬投票」は、３年毎に行われる参議院議員通常選挙の機会に行

うこととしているため、「模擬投票」を実施する年度と実施しない年

度があります。３年生になってから「模擬投票」を行う学年もあれば、

１年生のうちから「模擬投票」を行う学年もあります。 

 「政治参加教育」は、「選挙体験学習」や「模擬投票」に限定した

ものではありません。参議院議員通常選挙がない年でも、様々な教育

活動の中で政治参加意識を高める取組を工夫し、年間をとおして計画

的に行うことが必要です。 

   高等部３年間を見据えた計画（例） 

    （次の参議院議員通常選挙実施年を中心としたイメージ） 

 
まえ 

参議院議員通常
選挙実施年 

あと 

 H29 H30 H31 H32 H33 

 選挙体験学習等 
を実施 

模擬投票 
を実施 

選挙体験学習等を 
実施 

平成 29年度 

入学生 

     

平成 30年度 

入学生 

     

平成 31年度 

入学生 

     

※ 参議院議員通常選挙の年に、「模擬投票」と「選挙体験学習」の両方を

行うことも可能です。 

 

３年 

２年 

３年 １年 

２年 １年 

１年 ３年 

２年 
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第２章 「選挙体験学習」の実践例 

 

 第２章では、モデル校で実施した「選挙体験学習」の授業の展開と内容のポ

イントについて、実践例を盛り込みながら示します。 

＜単元の構成＞ 

１ 選挙とは何か知ろう、情報収集の方法を知ろう（12 ページ） 

○ 選挙制度についての基本的な内容について理解する。 

○ 候補者等についての情報収集の方法について理解する。 

２ 投票の手順と方法を知ろう（14 ページ） 

○ 投票方法と手順について理解する。 

 

３ 架空の演説会や討論会を体験しよう（17 ページ） 

○ 演説会や討論会を体験するとともに、架空の選挙公報を使って、候補者の

選び方を理解する。 

４ 投票と開票を体験しよう（25 ページ） 

○ これまでの学習を生かして投票を体験することと、開票結果を知ること

で、選挙についての理解を深める。 

５ 「選挙体験学習」を振り返ろう（27 ページ） 

○ 「選挙体験学習」の一連の取組を振り返り、自己評価をする。 
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選挙体験学習１ 
選挙とは何か知ろう 

情報収集の方法を知ろう 
 

１ ねらい 

○ 選挙制度についての基本的な内容について理解する。 

○ 候補者等についての情報収集の方法について理解する。 

 

２ ポイント 

○ 身近な話題を取り入れながら、選挙の意義について理解を図ります。 

○ 生徒自身が見聞きした経験と授業の内容を結びつけられるようにします。 

○ 情報収集の方法は一つではなく色々あることを知ることで、実生活での関

心を高めるきっかけとします。 

選挙公報、政見放送、インターネット、冊子状の公約集、演説会、 

街頭演説、公開討論会など 

「私たちが拓く日本の未来有権者として求められる力を身に付けるために」（平成 27年９月 総務省・文部科学省） 

 

３ 授業の展開例 

学習内容と活動 指導上の留意点 

１ 選挙制度等を知る。 

(1) 選挙とは 

(2) 投票できる人 

(3) 選挙で選ぶ人たち 

(4) 選挙の４原則 

２ 情報収集の方法を知る。 

身近な話題を取り入れながら、選挙の

意義について理解させます。 

選挙の種類については、具体例を用い

ることで理解を図ります。 

 

必要に応じて、インターネットなどを

使った情報収集を疑似体験します。 
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４ 教材の例 

授業のスライド 
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選挙体験学習２ 投票の手順と方法を知ろう 

 

１ ねらい 

○ 投票方法と手順について理解する。 

 

２ ポイント 

○ 投票の手順を理解できるよう、生徒の理解にあわせて示します。 

○ イラストを使ったりモデルを示したりして、イメージを持ちやすくします。 

○ 実物を使って練習すると、さらに効果的です。 

○ 投票の練習では、生徒が確実に取り組めるよう、積極的にアドバイスしま

す。 

○ ワークシートなどを用意して、生徒自身が後から振り返られるようにする

のも効果的です。 

○ 代理投票や点字投票の練習をする貴重な機会です。 

 

３ 授業の展開例 

学習内容と活動 指導上の留意点 

１ 投票所入場券を受け取る。 

２ 投票所と投票日時を知る。 

３ 投票の際の持ち物を知る。 

４ 投票の手順を知る。 

 

 

５ 投票の時の注意点を知る。 

６ 投票の練習をする。 

(1) 一人ずつ練習する。 

(2) 待機する生徒は、練習す

る生徒の様子を見て理

解を深める。 

投票所入場券のサンプルを示す。 

 

 

投票所に入るところから、順に示す。 

プレゼンテーションソフトで工程毎に説

明する。 

注意点と共に適切な対応例を伝える。 

生徒が練習する前に教員がモデルを見せ

る。 

練習する生徒と待機する生徒に対し、そ

れぞれ適宜アドバイスをする。 
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４ 教材の例 

投票方法の説明スライド 

  

  

投票の手順書 投票時の注意メモ 

 

 

 

 

５ お役立ちヒント 

 

 

 

 

 

投票するときの注意点 

 
○ 自分が投票したい人（や政党）を選ぶ。 

○ 正しい文字を書く。 

○ 記載台で名前を書く時には、隣をのぞか

ない。 

○ 誰に投票したか分からないようにする。 

○ 困ったことや分からないことがあった

ら、投票所にいる人に質問する。 

投票所を想定した練習をする際には、会場に

数字や矢印などを記すと分かりやすいです。 

市区町村の選挙管理委員会から記載台と投

票箱を借用すると、より本番に近い環境のもと

での学習が可能になります。 
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【コラム】代理投票と点字投票 

代理投票とは、投票用紙に文字を記入できない選挙人のための制度です。ま

た、投票所には、点字投票用の投票用紙や点字器が用意してあります。 

 

１ いつ、投票管理者に言えばいいのか？ 

 投票日に、投票所に行ってその場で伝えます。 

 

２ 誰が代理投票をするのか？ 

 投票管理者に申請すると、投票所の事務に従事する者のうちから２名の補

助者が定められ、その一人が選挙人の指示に従って投票用紙に記入し、もう

一人が、指示どおり記入されているかかどうか確認します。 

(投票管理者、投票立会人は補助者になることはできません。) 

投票管理者とは？ 

 各選挙ごとに置かれ、その選挙の投票に関する事務を行います。具体的に

は、投票用紙の交付、代理投票の許容、選挙人の確認、投票箱の開票管理者

への送致、投票所の秩序維持などです。なお、投票管理者は、各投票所に配

属されます。 

 

３ どうやって意思確認をするのか？ 

補助者（代理投票をする者）は、必要に応じて代理投票を必要とする選挙

人の理解者から、事前に意思の確認方法について情報収集します。意思の確

認手段は、その選挙人の状況に合わせます。（記載台にある候補者名を順に指

差したり、音声で読み上げたりするなど） 

 

４ 投票所に行けない場合でも、投票はできるのか？ 

 身体障害者手帳または戦傷病者手帳を持つ選挙人で、所定の条件を満たし

ている場合には、郵便等による不在者投票ができます。 

 さらに、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自

ら投票の記載をすることができない者で、所定の条件を満たしている場合に

は、郵便等による不在者投票における代理記載制度を利用できます。 

 なお、郵便等による不在者投票を行おうとする場合は、投票に先立って市

区町村の選挙管理委員会から郵便等投票証明書の交付を受けておく必要があ

ります。 
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選挙体験学習３ 
架空の演説会や討論会を 

体験しよう 
 

１ ねらい 

○ 演説会や討論会を体験するとともに、架空の選挙公報を使って、候補者の

選び方を理解する。 

 

２ ポイント 

○ 生徒に身近なテーマを架空の公約の争点にすると、生徒がイメージしやす

いです。 

○ 学校の教員だけが架空の候補者になると、教員の人気投票になってしまう

可能性もあります。できれば、学校以外の人に架空の候補者を演じてもら

うと良いでしょう。（下の写真を参照） 

○ 学校以外の人に協力してもらう場合は、当日はスムーズに演じてもらうよ

う、台本を用意すると良いです。（P19の４を参照） 

○ 話を聞くだけではなく、生徒自身が自分の考えをまとめられるよう、授業

を構成することが大切です。 

○ 生徒同士が話し合う機会を設けると、授業はさらに充実します。 
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３ 授業の展開例 

学習内容と活動 指導上の留意点 

１ 演説会や討論会について知

る。 

２ 架空の選挙公報を受け取り、

架空の候補者と公約を知る。 

 

 

 

３ 架空の候補者の演説を聞く。 

４ 候補者同士の討論を聞く。 

５ 候補者に質問をする。 

６ 自分の考えを整理する。 

情報収集の手段について復習する。 

 

架空の公報を生徒に配付する。 

架空の候補者を生徒に紹介する。 

公約内容の理解を補うためのワークシー

トを作成し、生徒に配付する。（P19の４を

参照） 

生徒同士が話し合う機会を設定する。 

 

 

演説会や討論会を経て、自分の考えに近い

候補者を選べるよう指導する。（P19の４を

参照） 
 

【コラム】架空の選挙公報づくり 

 架空の選挙公報を作成するにあたってのポイントと注意点です。 

 

１ 作成のポイント 

(1) 生徒がイメージしやすい身近なテーマを架空の公約にします。 

例 学校生活に関連した公約、家庭生活に関連した公約、卒業後の暮らしを 

見据えた公約 

(2) 生徒が共通の話題で議論ができるよう、候補者数や公約数を絞り込みます。 

(3) 実際の国政選挙等の選挙公報を参考にしつつも、読みやすさに配慮したレイ

アウトにします。 

 

２ 作成にあたっての注意点 

(1) 架空の公約の内容が、一部の考え方に偏らないように、注意が必要です。 

(2) 特に、実際の国政選挙等が近い時期に実施される場合には、架空の候補者の

氏名や架空の公約の内容が実際の選挙のものと同じにならないよう、慎重な

検討が必要です。 

例 「架空の候補者の名前が、実際の候補者に同じだった。」 

「架空の公約で消費税を扱おうとしたところ、それが実際の選挙の争点 

となっていた。」など。 
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４ 教材の例 

授業のスライド 演説会のときのスライド 

 
 

  

 ワークシート(公約の理解） ワークシート（選挙前の候補者選び） 
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候補者による演説の読み原稿 討論会の進行表と読み原稿 

  

 

架空の候補者の依頼と打合せ 
 

実施日目安 内容 補足 

１、２ヶ月前 架空の候補者の依頼 市区町村の選挙管理委員会、ノウハウを

持つ関係機関、地域の方などに相談しま

す。 

１週間前まで 架空の候補者との 

打合せ 

実施計画、架空の公報、読み原稿などを

示します。 

前日 前日準備 会場設営と資料準備を行います。 

当日 最終確認 授業の会場を確認し、当日の段取りにつ

いて最終確認します。 

振り返り 授業に臨んだ感想や意見を伺い、今後の

授業に生かします。 
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架空の選挙公報（聴覚障害教育部門の授業） 

○ 候補者を４人、公約を３つにしました。 

○ 「聴覚障害者の情報保障」、「携帯電話の利用制限」、「障害者福祉と予算」を公約

のテーマにしました。 

 

(作成協力)公益社団法人日本青年会議所関東地区神奈川ブロック協議会 
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架空の選挙公報（知的障害教育部門３年生の授業） 

○ 候補者を３人、公約を２つにしました。 

○ 男女の候補者を立てました。 

○ 卒業後の暮らしを見据えて、「医療の充実」、「労働環境の充実」、「住環境の充実」

を公約のテーマにしました。 

 

(作成協力)公益社団法人日本青年会議所関東地区神奈川ブロック協議会 
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架空の選挙公報（知的障害教育部門１年生の授業） 

○ 候補者を３人、公約を２つにしました。 

○ 男女の候補者を立てました。 

○ 身近な学校生活に視点を当てて、「学校の給食」と「携帯電話」を公約のテーマに

しました。 

 

(作成協力)公益社団法人日本青年会議所関東地区神奈川ブロック協議会 
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５ お役立ちヒント 

 

 

 

 

 

 

  

情報保障の観点から、音声だけではなく、

手話通訳や画面表示などの環境を整え、生徒

の理解が進むようにすることが大切です。 

架空の候補者役を外部の方に依頼する際に

は、学校における政治的中立性の確保と教育的

配慮について事前に十分に説明し、趣旨を理解

していただく必要があります。 

生徒同士の話し合いや質疑応答の際に、一部の考

えに偏った展開になった時には、他の考え方がある

ことを示します。 

また、教員がある一つの考え方や選択肢を誘導す

ることは避けてください。 
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選挙体験学習４ 投票と開票を体験しよう 

 

１ ねらい 

○ これまでの学習を生かして投票を体験することと、開票結果を知ることで、

選挙についての理解を深める。 
 

２ ポイント 

○ 架空の選挙は、演説会や討論会とセットで行うと、より選挙の仕組みの

理解につながります。 

○ 代理投票を練習する機会として授業を行います。 

○ 実際の投票場面を想定して、投票手順の理解の定着を目指します。 

○ 投票所の人員は、授業の目的によっては、生徒が行うことも可能です。 

○ 投票所に必要な人員：投票管理者、投票立会人（２名）、名簿対照係、投

票用紙交付係、補助者（２名） 

○ 必要な道具等：記載台、投票箱、投票所入場券、（選挙人）名簿、投票用

紙、候補者の氏名等掲示（選挙区）、名簿届出政党等の名称等掲示（比例

代表）、鉛筆 
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３ 授業の展開例 

学習内容と活動 指導上の留意点 

１ 投票手順等を復習する。 

・投票の際の持ち物 

・投票手順 

・注意点 

２ 投票所入場券を受け取

る。 

３ 投票所で投票する。 

 

 

 

 

４ 開票の様子を見る。 

５ 開票結果を知る。 

６ まとめ 

 

 

 

 

投票所入場券を授業前に配付し、投票時の持

ち物として各自で準備させるのもよい。 

実際の場面を想定し、生徒の投票手順に関す

る理解の程度を把握するとともに、理解が定

着するよう指導する。 

代理投票が必要な生徒については、その対応

方法を検討し試行する。 

 

 

 

 

 

４ お役立ちヒント 

 

 

  

市区町村の選挙管理委員会から記載台と投

票箱を借用すると、より本番に近い環境のも

とでの学習が可能になります。 

「選挙体験学習」は、実際の国政選挙等の候補

者等の情報を扱っていないため、「模擬投票」よ

りも柔軟な対応が可能です。生徒の理解が進むよ

う積極的に工夫してください。 
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選挙体験学習５ 「選挙体験学習」を振り返ろう 

 

１ ねらい 

○ 「選挙体験学習」の一連の取組を振り返り、自己評価をする。 

 

２ ポイント 

○ 体験するだけで終わらず、振り返りをすることで理解を深めます。 

○ アンケートを実施して振り返る方法があります。（資料１を参照） 

○ 生徒同士で話し合ったり、発表しあったりすることで、いろいろな立場の

考えや意見があることを知るとともに、自分の考えをまとめて表現する機

会にもなります。 

○ 開票結果を知った後、できるだけ時間を空けずに実施することが望ましい

です。 

 

３ 授業の展開例 

学習内容と活動 指導上の留意点 

１ アンケートに答える。 

 

２ 生徒同士で話し合う。 

いろいろな意見があることを

知る。 

３ 「選挙体験学習」を終えた感

想を発表する。 

 

４ まとめ 

質問の理解が難しい場合には、面談する

などして、本人の思いを導き出す。 

 

いろいろな意見があることを受け止めら

れるよう、必要に応じて助言する。 

 

 

 

選挙の意義を再確認すると共に、一連の

学習の成果を総括する。 
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第３章 「模擬投票」の実践例 

 

第３章では、モデル校で実施した「模擬投票」の授業の展開と内容のポイン

トについて、実践例を盛り込みながら示します。 

＜単元の構成＞ 

１ 自分の考えに近い候補者等を考えよう（29 ページ） 

○ 実際の国政選挙等の選挙公報を読んで、自分の考えに近い意見を持つ者

や、自分の関心が高い分野に詳しい者などを知り、投票に向けて自分の

考えを整理する。 

○ 「模擬投票」の実施日時や持ち物について理解する。 

２ 投票を体験しよう（33 ページ） 

○ 「選挙体験学習」等で学んだことを生かし、より実践的な場面（実際の

国政選挙等の「模擬投票」）で投票を体験し、選挙についての理解を深め

る。 

３ 開票結果を知り、選挙について振り返ろう（41 ページ） 

○ 「模擬投票」の開票結果を知り、選挙について振り返る。 
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模擬投票１ 
自分の考えに近い 
候補者等を考えよう 

 

１ ねらい 

○ 選挙公報を読んで、自分の考えに近い意見を持つ者や、自分の関心が高い

分野に詳しい者などを知り、投票に向けて自分の考えを整理する。 

○ 「模擬投票」の実施日時や持ち物について理解する。 

 

２ ポイント 

○ 選挙管理委員会が発行する選挙公報を使います。（選挙公報は授業場面に

限り使用が可能です。） 

○ 実際に情報収集を行い、いろいろな考え方があることに気付き、自分の考

えを整理し、結論を導き出すまでの過程を理解します。 

○ 特定の見方や考え方に偏らないよう、適宜助言をします。 

  



30 

３ 授業の展開例 

学習内容と活動 指導上の留意点 

１ 選挙の候補者や政党について

情報を得る手段を確認する。 

２ 選挙公報について知る。 

 

３ 神奈川選挙区の候補者と比例

代表（全国区）の候補者と政

党を知る。 

４ 選挙公報の読み方を知る。 

(1) 各候補者の氏名 

(2) 各候補者が所属する政党 

(3) 各候補者が掲げる公約 

(4) 各候補者のプロフィール 

５ 情報収集の方法について、再

確認する。 

６ 選挙公報を見て、自分の考え

に近い候補者について各自で

検討する。 

７ 「模擬投票」の開催について

知る。 

投票時の持ち物を確認する。 

８ まとめ 

 

情報収集の方法について復習する。 

 

選挙公報の入手方法を知らせる。 

 

選挙公報（実物）を提示する。 

 

 

必要に応じて、読み方を助言したり用語

を解説したりする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

投票所入場券を配付し、その読み方を教

える。 

 

授業以外にも、新聞やテレビやインター

ネットなどの様々な手段を使って情報

を得たり、家族の方などと話をしたりす

るなどして、さらに理解を深めるよう伝

える。 

選挙公報を回収する。 
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４ 教材の例 

模擬投票入場券 

 

期日前投票宣誓書 

 

模擬投票の投票用紙 
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５ お役立ちヒント 

 

 

 

  

次の資料のＱ＆Ａを、授業の計画立案時に参考に

してください。 

○ 「【コラム】「模擬投票」をより適切に効果的に

実施するための具体的な対応例」（本書の 37 ペ

ージ） 

○ 「私たちが拓く日本の未来 有権者として求め

られる力を身に付けるために」（総務省・文部科

学省） 

○ 「私たちが拓く日本の未来 有権者として求め

られる力を身に付けるために 活用のための指

導資料」（総務省・文部科学省） 

○ 「模擬投票指導用資料」（神奈川県教育委員会） 
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模擬投票２ 投票を体験しよう 

 

１ ねらい 

○ 「選挙体験学習」等で学んだことを生かし、より実践的な場面（実際の国

政選挙等の「模擬投票」）で投票を体験し、選挙についての理解を深める。 

 

２ ポイント 

○ 期間と時間の設定 

事前学習を終えてから、実際の国政選挙等の投票日前までに行います。 

必要に応じて、期日前投票の期間を設定します。 

投票所の開設時間は、学校の実情に合わせて設定します。 

○ 投票所に必要な人員：投票管理者、投票立会人（２名）、名簿対照係、投

票用紙交付係、補助者（２名） 

○ 必要な道具等：記載台、投票箱、投票所入場券、（選挙人）名簿、投票用

紙、鉛筆 

 

３ お役立ちヒント 

  
市区町村の選挙管理委員会から記載台と投票

箱を借用すると、より本番に近い環境のもとでの

学習が可能になります。 

記載台の掲示物は、県選挙管理委員会から県教

育委員会を通して配付されるものを使います。 

「模擬投票」は、国政選挙期間中に実際の候補者等の

情報を使って実施するため、公職選挙法を踏まえた、慎

重な対応が求められます。 

「模擬投票」で使用する掲示物や投票時の対応方法に

ついては、国政選挙の投票に則ることを基本とします。 
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４ 実施計画例 

(1)横浜ひなたやま支援学校の「模擬投票」実施計画 

 
「模擬投票」実施計画 

 

１ 日時    平成 28年７月６日(水) 12:45～16:00 

２ 場所     多目的室 

３ 対象生徒   全学年生徒 

４ 準備すること 

(1) 前日まで 

当日の日程表作成、模擬投票入場券、選挙人名簿/投票用紙、保護者へのお知

らせ、投票所必要物品（鉛筆、消しゴム、表示など）、選挙管理委員会借用手

続き、借用物品の運搬 

(2) 前日準備（会場設営） 

(3) 当日の運営と撤収 

５ 当日の役割分担（全て教員が対応する） 

投票管理者、受付、立会人 

６ 補足 

(1) 投票及び開票の時期など 

○ 投票は、実際の参議院議員通常選挙の投票日前日までに実施する。 

○ 開票は、投票日以降 30日が経過してから行う。 

○ 結果公表の範囲は、学校の授業内とする。 

(2) 投票時間 

○ 生徒の自主性を生かすため、投票時間を授業時間外に設定する。 

(3) 投票所の対応   

○ 受付係は、選挙人（生徒）から模擬投票入場券を受け取る。 

○ 受付係は、選挙人名簿（生徒名簿）と照合して本人確認をした後、選挙人

（生徒）に投票用紙を渡す。 

○ 投票所の係の１名が投票箱の監視を行う。 

○ 投票所の役の者のうちの２名は、代理投票を行う。 

(4) 生徒の取組の評価 

○ 投票するか棄権するかは、生徒の自主性に委ねる。 

○ 投票については学習評価の対象としない。(生徒への周知) 

(5) 教職員は、自己の立場を利用して特定の政党、候補者への投票を働きかけ

ない。 

(6) 保護者に対しては、教育活動の一環として行う趣旨を事前に十分周知し、

さらに、政治参加について家庭で適切に話題にするよう理解を求める。 

(7) 選挙管理委員会との連携 

○ 選挙管理委員会に相談し、記載台と投票箱（鍵付）等を借用する。 

○ 県選挙管理委員会から（県教育委員会をとおして）、選挙公報、候補者の

氏名等掲示（選挙区）、名簿届出政党等の名称等掲示（比例代表）を借用

する。 

○ 選挙管理委員会から借用したものは、使用の範囲をその授業限りとする。 
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(2)平塚ろう学校の「模擬投票」実施計画 

「模擬投票」実施計画 

１ 日時 

平成 28年７月８日 15時 30分〜16時 30分 

（期日前投票は、７月５日〜７日 15時 30分〜16時 00分） 

２ 場所 

多目的ホール（期日前投票は、生徒会室） 

３ 対象者 

高等部生徒全員 

４ 内容 

第 24回参議院議員通常選挙の「模擬投票」 

（神奈川県選挙区と比例代表選出議員） 

５ その他 

(1) 受付、投票管理者、投票立会人は教員が行う。 

(2) 平塚市選挙管理委員会から記載台と投票箱を借用する。 

(3) 現場実習の期間中であることから、期日前投票を実施する。 
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校内に掲示した「模擬投票」実施のチラシ 
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【コラム】「模擬投票」をより適切に効果的に実施

するための具体的な対応例 
 

「模擬投票」（事前・事後学習を含む）の授業は、選挙期間中に実施するため、

その内容の取扱にあたっては、教育基本法による政治的中立性の確保に加えて、

公職選挙法を遵守した慎重な対応が必要です。 

一方で、生徒の障害の状態を踏まえた適切な指導や支援が必要です。さらに、

障害が重い生徒にとっては、代理投票の可能性を探る大切な授業にもなります。 

すなわち、特別支援学校における政治参加教育の授業の実施にあたっては、

一人ひとりの障害の状態を踏まえた柔軟な対応が必要という側面と、政治的中

立性と公職選挙法を踏まえた慎重な対応が必要という二つの側面を踏まえる必

要があります。 

「模擬投票」の実施にあたり、県選挙管理委員会のアドバイスを受けて判断

した対応例を紹介します。 

 

１ 模擬投票の事前学習で使う資料とその活用方法について 

質問 対応の方向性 

授業で使用する選挙公報

を各家庭に持ち帰ってよ

いか。 

授業で使用する目的で、選挙管理委員会から特別に配

付されていますので、目的以外の使用はできません。

したがって、授業以外では使用せず、外部には持ち出

さず、「模擬投票」の事後学習後には、学校で破棄し

ます。 

「模擬投票」で扱う公約

を限定してよいか。 

授業で扱う内容を限定すると、特定の候補者だけの話

題を取り扱う可能性が生じ、政治的中立性の確保が難

しいことが予想されます。 

「模擬投票」の授業では、

選挙公報だけを使用する

のか。選挙公報を基に、

別教材を作成してよい

か。 

「模擬投票」では、選挙の内容に関する資料は選挙公

報のみとします。ただし、生徒が自分で情報収集する

場合には、その制限はありません。 

また、選挙の方法や仕組みなど選挙一般に関するもの

は、問題はありません。 

選挙公報以外の情報を学

校が用意して提供するこ

とは可能か。 

「模擬投票」では、公職選挙法上、各政党のマニフェ

ストは、選挙運動期間中は配布できません。また、原

則としてその他の各政党等の政策に係る資料は、取捨
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選択等の段階で教員個人の価値判断を伴うことから、

作成・配付をしないでください。生徒が自ら情報収集

することは、問題はありません。 

ある特定の公約について

解説する際に注意するこ

とは何か。 

「教えてほしい」という依頼があった場合には、政治

的中立性を踏まえた上で、解説することは問題ありま

せん。 

ルビが振ってある選挙公

報はあるか。また、選挙

公報にルビを振って良い

か。 

公職選挙法上、選挙公報を２次加工してはいけませ

ん。全てのルビを振ってある公約はありません。 

特別支援学校で行う「模擬投票」では、ルビが必要な

場合には、法令を遵守した上で、次の点に十分に注意

して慎重に対応してください。 

○授業場面に限る。 

○本人からの申出を受けて、必要な箇所のみとする。 

○候補者や政党の名前など、正しい読みがなを使用す 

る。 

公示後、「模擬投票」実施

のお知らせを生徒に配付

したり、校内に掲示した

りしてよいか。 

特定の候補者、政党名、公約を載せるなどがなければ、

問題はありません。 

 

２ 投票所の設営について 

質問 対応 

投票所の手順や動線を示

す、案内掲示をしてよい

か。 

「模擬投票」では、手順を示したり動線を示したり

する工夫をしてかまいません。 

「選挙体験学習」で学習を重ね、「模擬投票」では、

より実際の国政選挙等と近い状態で行うほうが効果

的です。 

投票箱を借用したが、いつ

までに返却すればよいか。 

「模擬投票」では、実際の選挙結果が確定した後以

降 30 日以上経過してから開票します。（選挙日より

も前の開票は人気投票の公表の禁止にあたる恐れが

あり、選挙日後には異議申立て期間もあるため）。 

従って、借用期間については、選挙管理委員会とよ

く調整しておく必要があります。 
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なお、貸出期間中は、開票できないよう適切に管理

してください。 

記載台に掲示する候補者

リストの用紙サイズ、文字

の大きさ、字体等の指定は

あるか。 

「模擬投票」では、選挙管理委員会から送られたも

のを使ってください。拡大印刷は可能です。 

実際の国政選挙等では、サイズが決まっています。 

投票所の設営で用意する

鉛筆の濃さの指定はある

か。 

濃さの指定はありません。なお、実際の選挙の投票

所では消しゴムはありません。訂正が必要な場合は、

取り消し線で対応します。 

 

３ 代理投票の練習について 

質問 対応 

代理投票を要求する際に、

いつ、誰に、どのように申

請すれば良いか。 

実際の国政選挙等では、投票する際に、投票管理者に

申請してください。 

「模擬投票」は、実際の国政選挙等のことを踏まえて、

申請の仕方を練習する機会としてください。 

代理投票人は、指さしやジ

ェスチャーにより、意思確

認をしてよいか。 

代理投票の補助者は、必要に応じて代理投票を必要と

する者の理解者から、投票手続きに入る前に意思確認

の方法について情報収集します。記載台にある候補者

名を順に指差したり、音声で読み上げたりするなど、

対応はその人の状況によります。 

「模擬投票」では、実際の国政選挙等における代理投

票のルールを理解した上で、個々の生徒に必要な指導

をしてください。 

選挙管理委員会が管理（用

意）している立候補者の顔

写真を活用し、意思確認で

きないか。 

選挙公報や投票所の記載台に掲示する候補者名簿等

以外には、文書等を作成していません。 

選挙管理委員会が作成した文書等で対応することが

基本となります。 

「模擬投票」の会場に、事

前学習で使用した選挙公

報やそのときのメモなど

を持ち込んでよいか。 

「模擬投票」では問題はありません。 

実際の国政選挙等では、他の選挙人の投票行動に影響

を及ぼす行為や投票所内の秩序を乱す行為でなけれ

ば問題はありません。 
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投票所まで行くことが難

しい方には、受付まで付き

添ってよいか。 

本人が望むならば可能です。 

投票前に、投票の意思を確

認して良いか。 

問題ありません。ただし、投票の妨害や干渉にならな

いよう注意が必要です。 

生徒が投票所で困ってい

る場合、周囲の教員等は生

徒に言葉をかけてよいか。 

「模擬投票」では、言葉をかけても問題ありません。 

実際の国政選挙等で困ることが予想される場合には、

「模擬投票」の際に、代理投票の方法を指導してくだ

さい。 

投票所に別室を用意した

り、入場者数を制限したり

できるか。 

「模擬投票」では問題ありませんが、実際の国政選挙

等ではできません。 

 

このほか、模擬投票の実施にあたっては、次の資料に掲載されているＱ＆

Ａを参照してください。 

○ 「私たちが拓く日本の未来 有権者として求められる力を身に付けるた

めに」（総務省・文部科学省） 

○ 「私たちが拓く日本の未来 有権者として求められる力を身に付けるた

めに 活用のための指導資料」（総務省・文部科学省） 

○ 「模擬投票指導用資料」（神奈川県教育委員会） 
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模擬投票３ 
開票結果を知り、 

選挙について振り返ろう 
 

１ ねらい 

○ 「模擬投票」の開票結果を知り、選挙について振り返る。 

 

２ ポイント 

○ 公職選挙法上、公職に就くべき者を予想する人気投票の経過や結果を公

表することが禁止されていることに鑑み、「模擬投票」の公表は、実際の

選挙結果が確定してから 30日以上経過した後に開票します。 

○ 事後学習をするまでに時間が空いてしまうため、アンケートを使って事

前に振り返っておくなどの対応策が必要です。（資料１参照） 

○ 生徒自身の感想を生かして、各自の社会参加の意識の向上を図ります。 

 

３ 実践例 

学習内容と活動 指導上の留意点 

１ 「模擬投票」の結果について知

る。 

(1) 投票総数 

(2) 投票率 

(3) 無効投票数 

(4) 各候補者の得票数 

２ 実際の国政選挙等の結果を確

認する。 

(1) 全国の投票率 

(2) 神奈川県の投票率 

(3) 18歳の投票率 

(4) 神奈川選挙区の開票結果 

３ 「模擬投票」と国政選挙の結果

について感想を述べる。 

４ まとめ 

「模擬投票」で、各生徒が投票の基準

とした理由などについて、事前（投票

日など）に把握しておくと良い。 

 

 

 

当落選の結果だけではなく、当選者の

主張を確認するなどして、選挙につい

ての理解を深める。 
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４ 教材の例 

授業の振り返りスライド 

  

35

「自分の一票では何も変わらない」

しかし

「投票しなければ社会は変わらない」

つまり

「自分の一票が社会が変わるきっかけとなる」

  

 

５ お役立ちヒント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「模擬投票」の開票よりも前に、実際に投票

してみた感想や、個々が何を基準にして選択し

たかについてなど、振り返ることは可能です。

（人気投票にならないよう注意が必要です。） 

「模擬投票」で生徒が苦慮していた点をまとめ、

今後の「選挙体験学習」やその他の授業に生かして

ください。 

実際の国政選挙等で選挙権を行使した生徒が、選

挙についての感想を発表するのも良いでしょう。 
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第４章 
地域の方や保護者への情報発信と 

協力依頼、取材への対応 
 

第４章では、地域の方や保護者への理解と協力を得るための具体的な取組の

例を紹介します。また、この取組に関心を持った報道機関が、取材を申し込ん

でくることもあります。そこで、取材を受ける際のポイントと対応例を紹介し

ます。 

 

１ 保護者への説明 

保護者に対しては、年度初めの保護者説明会などの機会を活用して、政治

参加教育に対する学校の考え方やその取組について説明し、理解を得ること

が大切です。 

 

２ 関係機関への協力の依頼 

授業の実施にあたっては、選挙管理委員会や関係団体等の外部機関の協力

を得ることで、より大きな効果が得られます。 

「模擬投票」で使用する候補者名簿や選挙公報は、県選挙管理委員会から

県教育委員会を経由して各校に配付します。 

なお、「模擬投票」は、全県立学校が同時期に実施することや、借用した投

票箱を開票せずに保管しなければならないことから、選挙管理委員会に相談

する場合は、スケジュール設定に注意が必要です。 

 

関係機関に相談・依頼することの例 

(1) 参考になる資料や教材を知りたい。 

(2) 本物の投票箱や記載台を使いたい。 

(3) 本物の選挙公報を使いたい。 

(4) 選挙の体験をしたい。 

(5) 授業の内容について相談に乗って欲しい。 

(6) 選挙のことについてさらに知りたい。 
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３ 学校便りを活用した地域の理解啓発 

学校便りは、学校の考え方や取組について、保護者だけでなく地域の方に

も示すことができる大切な文書です。政治参加教育に対する学校の姿勢を示

し、理解啓発を図ります。 

 

学校便りを活用した政治参加教育の理解啓発 
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４ 学校評議員会の活用 

学校評議員会で話題にすることで、学校における政治参加教育の取組に対

して評価を受け、その充実に向けた協議が可能となります。 
 

学校評議員会において政治参加教育の取組を報告 

 

●身近な社会問題や学校生活に係わること

を考えることができる。

●学年ごとに内容を積み上げていくことも

できる。

●架空の立候補者を立てて臨場感ある選挙

体験学習を行うことができる。

➡教員向け研修会

保護者向けの研修会 必要  

 

５ 授業の見学者への説明、取材への対応 

保護者の方への説明や地域の方への情報発信により、「授業を見学したい」

という依頼があります。また、このような取組に関心を持った報道機関が、

取材を申し込んでくることもあります。 

学校としては、特別支援学校の取組を理解してもらうことと同時に、授業

を受けている生徒の学習への影響、個人情報の保護、安全対策などについて

検討し、適切な対応が求められます。 

次ページ以降に、見学者対応や取材者対応についての具体例を示しました

ので参考にしてください。 
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授業当日の見学者向けの説明資料 

 
平成 28年６月 10日  

 見学者の皆様 
神奈川県立平塚ろう学校  

校長 伊藤 大郎  
 

平塚ろう学校の教育実践 
 

 本日はご多忙の中、平塚ろう学校にお越しくださいましてありがとうございます。 
 さて、私たちの学校では、聴覚障害のある子どもたちを対象として、子ども一人ひとりの障
害の状態や教育的ニーズを踏まえ、日々の教育実践に取り組んでいます。 
 知識を獲得したり、自分の意思を人に伝えたり、物事を考えたりするための基礎となる言語
力を身につける。様々な経験をする中で、言葉のやりとりを通して、社会のルールや人間関係、
社会性を学ぶ。日本語で読み書きする力（日本語指導）を教科学習や自立活動（※）の中で身
につけ、基礎学力の向上を図る。こうしたことを目的に指導にあたっています。 
 実際の教科指導の場面では、教員の音声だけでは十分に情報が伝わらないため、板書やプリ
ントを工夫したり、絵や写真を多用したりするなど、視覚的な配慮をしています。また少人数
編成による指導や手話や指文字といった種々のコミュニケーション手段を活用して授業を展開
しています。 
 また、高等部には、本科と専攻科が設置されています。本科は３年課程で、普通科と職業科
（総合デザイン科、情報応用ビジネス科）があります。専攻科は２年課程で、本科や他校の高
等部等を卒業した生徒が対象となっています。本科、専攻科ともに幅広い知識と教養や、社会
人として自身を持って行動するための知識や態度の育成をねらいとし教育活動を展開していま
す。 
 今年度は選挙権が 18歳以上に引き下げられることを機に、社会科や自立活動等の中で、選挙
体験学習と参議院選挙に立候補した方に投票する模擬投票を実施することにしました。選挙体
験学習の実施前には、選挙区制度や政党制などを計画的に学習しました。 
  
※自立活動は個々の生徒が自立を目指し、障害による学習上又は生活上の困難を主体的に
改善・克服しようとする取組を促す教育活動です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

■見学者の皆様 
１ 見学中は「来校者」の名札をおつけください。 
２ 学習の妨げにならないように、学校が指定した場所、方法で見学してください。 
３ 施設設備、学習教材等の写真・映像の撮影（ただし幼児児童生徒の姿、氏名等の個人情報 

が映らないこと）を希望される方は、近くにいる学校の職員にお知らせください。 
４ 校内掲示の生徒氏名等、見学に際して知り得た個人情報は、外部に出さないでください。 
■報道機関の皆様 
報道関係者の取材が入ることは、保護者にお知らせし、了解を得ておりますが、「写真や映像

に映らないようにして欲しい」という希望の方々もいます。撮影方法については、事前にご相
談ください。また、事後、取材内容を確認させていただきますのでご協力をお願いします。 

 

 

 

 

選挙体験学習 
平成 28年６月 10日（金）13:25～15:10 
・実際にはない政党、候補者の公約発 
表を聞いて投票体験 

・候補者役や選挙管理委員会役など、 
JCI（日本青年会議所）の協力を得て 
実施 

模擬投票 
平成 28年７月８日（金）15:30～最大 60分 
・実際に参議院選挙立候補者に投票 
・開票は得票が確定した後 30日以降 
・開票結果は外部には公表できません。 
・平塚市選挙管理委員会と連携して実施 

問合せ先                 
副校長 江藤、教頭 山口 
電話 0463(32)0913 
FAX   0463(32)1646 
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見学者向けのお願い（文例） 

 

見学される方へのお願い 

 

 本日の授業見学にあたっては、次の点についてご理解、ご協力をお願いいたします。 

 

１ 学習への影響について 

 見学にあたっては、児童生徒の学習が妨げられないよう、お静かにお願いします。 

また、校内では他の授業も行われており、他の児童生徒の学習にも影響しないよう、

学校が指定した場所での見学をお願いします。学校敷地内及び校舎内の移動の際は、児

童生徒の安全にご配慮ください。 

 

２ 個人情報の保護について 

 児童生徒の個人情報については、本人・保護者の了解に基づき限定的に取り扱ってい

ます。したがって、授業見学にあたっては、録音撮影はご遠慮ください。また、見学で

知り得た個人情報を第三者に提供したり、インターネットなどを通じて不特定多数の者

に示したりすることはご遠慮ください。 

 なお、主催者または学校の許可を得た報道各社が撮影等を行うことがありますので、

予めご了承ください。 

 

３ 安全対策について 

 児童生徒が安全に安心して教育を受けられるよう、安全対策を施しています。その一

貫として、来校者の氏名等を確認させていただくとともに、校内では名札をつけてくだ

さい。 

 

※ご不明な点がありましたら、学校の職員にお尋ねください。 
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取材者向けのお願い（文例） 

 

取材をする方へのお願い 

 

 本日の取材にあたっては、次の点についてご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

１ 学習への影響について 

 取材にあたっては、児童生徒の学習が妨げられないようご配慮ください。 

また、校内では他の授業も行われており、他の児童生徒の学習にも影響しないよう、

学校が指定した場所での取材をお願いします。学校敷地内及び校舎内の移動の際は、児

童生徒の安全にご配慮ください。 

 

２ 個人情報の保護について 

 児童生徒の個人情報については、本人・保護者の了解に基づき限定的に取り扱ってい

ます。取材にあたっては、学校が指定した条件の範囲内で行ってください。また、撮影

した児童生徒の画像・映像は、個人情報の保護のため学校が確認させていただきますの

で、ご協力をお願いします。 

 

３ 安全対策について 

 児童生徒が安全に安心して教育を受けられるよう、安全対策を行っています。そのた

め、来校者の氏名などを確認させていただくとともに、校内では名札をつけてください。 

 

４ 撮影について 

 個々の児童生徒の障害の状態と特性により、撮影時の立ち位置や撮影のタイミングに

よっては、児童生徒の学習が妨げられることも考えられます。撮影場所、場面、時間は、

学校の指示に従ってください。 

 

５ インタビューについて 

 インタビューをする場合には、予め学校と相談の上、対象者や場面や時間を確認して

ください。 

 

※ご不明な点がありましたら、学校の職員にお尋ねください。 
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県立平塚ろう学校（聴覚障害、高等部）と県立横浜ひなたやま支援学校(知的

障害、高等部)のモデル校２校で実施した「選挙体験学習」と「模擬投票」の授

業では、生徒自身による振り返りと、今後の授業改善のため教員を対象にアン

ケートを実施しました。 

また、「選挙体験学習」及び「模擬投票」を計画・実施するにあたり、参考

にした通知及び参考資料の標題を提示しましたので、今後の取組の参考にして

ください。 

 

 

 

資料１ 
授業を受けた生徒の感想 

（生徒対象のアンケート） 

 

資料２ 
授業を行った教員の意見と感想 

（教員対象のアンケート） 

 

資料３ 関連通知、参考資料 

 

 

資 料 
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資料１ 授業を受けた生徒の感想 
（生徒対象のアンケート） 

 

県立平塚ろう学校（聴覚障害、高等部）と県立横浜ひなたやま支援学校(知的

障害、高等部)の２校で実施した「選挙体験学習」と「模擬投票」の授業では、

生徒自身による振り返りと、今後の授業改善のための資料とするためにアンケ

ートを実施しました。 

 

１ 調査方法等の概要 

(1) 調査方法 質問紙による調査（調査１〜３を参照） 

(2) 調査対象 平塚ろう学校及び横浜ひなたやま支援学校の高等部の生徒 

(3) 調査内容と調査日 

 平塚ろう学校 横浜ひなたやま支援学校 

調査１ 

（調査用紙１） 

「選挙体験学習」後 「選挙体験学習」後と 

「模擬投票」事前学習後 

調査２ 
（調査用紙２） 

「模擬投票」事後学習後 使用せず 

調査３ 
（調査用紙３） 

使用せず 「模擬投票」の投票直後 

※ 調査用紙１は、県教育委員会が作成し、両校共通の調査としました。 

※ 調査用紙２、３は、各校が独自に作成しました。 

 

２ 調査回答数 

 平塚ろう学校 横浜ひなたやま支援学校 

調査１ 36/41件（87.8%） 

「選挙体験学習」後 

 77/100件（77.0％） 

「模擬投票」事後学習後 

118/141件（83.7％） 

調査２ 31/38件（81.6%）  

調査３  51/60件（85.0％） 

○ 平塚ろう学校は、「選挙体験学習」と「模擬投票」の授業を全学年

の生徒が受けました。 

○ 横浜ひなたやま支援学校は、「選挙体験学習」は１・３年「模擬投

票」は全学年の生徒が受けました。 
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３ 調査結果概要 

(1) 調査１ 

① 質問１ 選挙のことの理解 

○ 学年が上がるにつれて、理解が深まることが伺えます。 

 

② 質問２ 選挙のことの意識 

○ 学年が上がるにつれて、意識が高まることが伺えます。 

 

③ 質問３ 保護者との会話 

○ 保護者と話そうと思うことには、ばらつきがありました。 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

横浜ひなたやま3年 

横浜ひなたやま1年 

平塚ろう3年/専攻 

平塚ろう2年 

平塚ろう1年 

質問１ 選挙のことを理解しましたか 

よくわかった 

わかった 

あまりわからなかった 

わからなかった 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

横浜ひなたやま3年 

横浜ひなたやま1年 

平塚ろう3年/専攻 

平塚ろう2年 

平塚ろう1年 

質問２ 選挙のことを意識するようになりましたか 

十分に意識するように

なった 

少し意識するようになっ

た 

前と変わらない 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

横浜ひなたやま3年 

横浜ひなたやま1年 

平塚ろう3年/専攻 

平塚ろう2年 

平塚ろう1年 

質問３ 選挙のことを保護者と話そうと思いますか 

思う 

思わない 

どちらともいえない 



52 

④ 質問４ 投票の意欲 

○ 投票の意欲は、ばらつきが見られました。 

 

 

⑤ 質問５、６ 「選挙体験学習」、「模擬投票」に共通する生徒の感想 

○ 「選挙体験学習」、「模擬投票」のいずれの授業においても、政治参

加についての理解が深まり、意識も高まることが伺えます。一方で、

生徒の実態によって、さらに丁寧な指導が必要な場合もあることが

分かりました。 

回答（抜粋） 

 選挙の意義について理解が深まった。 
 投票しようという意識が高まった。 
 体験できたことが印象に残った。 
 政治について理解が深まった、選挙について理解が深まった。 
 選挙権の年齢が引き下げられたことを知った。 
 選挙の勉強は難しかった。 
 

⑥ 質問５、６ 「選挙体験学習」を体験した生徒の主な感想 

○ 「選挙体験学習」で実際の状況に近い学習環境で授業を行うことで、

緊張感や不安が軽減される可能性があります。 

○ 「選挙体験学習」では、ア．身近な話題をテーマとし、イ．架空の

候補者が、ウ．架空の公開演説会（や公開討論会）でわかりやすい

説明をしました。この授業の構成が、候補者を選ぶ力につながると

考えます。 

回答（抜粋） 

 本物を使った体験が印象に残った。 

 緊張した、不安になった。 

 候補者を選ぶ際の基準を考えた。 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

横浜ひなたやま3年 

横浜ひなたやま1年 

平塚ろう3年/専攻 

平塚ろう2年 

平塚ろう1年 

質問４ 本物の選挙で投票しようという気持ちになりましたか 

投票しようと思う 

投票しようと思わない 
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⑦ 質問５、６ 「模擬投票」を体験した生徒の主な感想 

○ 「模擬投票」では、実際の参議院議員通常選挙を題材とするため、

現実的かつ具体的な内容が生徒の印象に残ったことが伺えます。 

○ テレビやインターネット、選挙公報など、学校の授業以外の生活場

面でも選挙について考える機会があることに意識が向いているこ

とが分かります。 

回答（抜粋） 

 選挙公報を読んだことが印象に残った。 

 テレビで（授業と関連する内容を）見た。 

 インターネットで調べられることを知った。 

 不在者投票や期日前投票があることを知った。 

 参議院議員選挙は、比例区と選挙区があることを知った。 

 

⑧ 「選挙体験学習」と「模擬投票」の比較（横浜ひなたやま支援学校） 

ア １年生（「選挙体験学習」と「模擬投票」のアンケートの比較） 

○ 理解度、意識、保護者との会話、投票意欲のいずれも、「選挙

体験学習」の方が「模擬投票」よりも肯定的な回答が多い傾

向でした。 
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イ ３年生（「選挙体験学習」と「模擬投票」のアンケートの比較） 

○ 理解度は、「選挙体験学習」よりも「模擬投票」の方がポイン

トが低い反面、意識や投票意欲は、「選挙体験学習」よりも「模

擬投票」の方が、ポイントが高い結果となりました。 
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ウ 全学年の「模擬投票」のアンケートの比較 

○ 理解度、意識、保護者と会話、投票意欲のいずれも、３年生

が肯定的な回答のポイントが高い傾向でした。 
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(2) 調査２ 

① 質問１ 模擬投票前の政治的関心 

○ 生徒の約７割の者が、政治に関心があることがわかりました。 

 

② 質問２ 情報収集の方法 

○ テレビからの情報収集が多いことと、他の手段も利用していること

がわかりました。 

 

③ 質問３ 授業後の政治的関心の高まり 

○ 生徒の約７割以上の者が、関心が高まりました。 

  

26% 45% 26% 3% 

質問１ 模擬投票の前、あなたの政治的関心はどれくらい 

    でしたか。 

関心があった どちらかと言うと関心があった 

どちらかと言うと関心がなかった 関心がなかった 

21% 19% 47% 12% 2% 

質問２ 候補者や政党などの政策は、主として何で 

    調べたり知ったりしましたか 

選挙公報 新聞 テレビ インターネット その他 

23% 52% 16% 3% 6% 

質問３ 政治的関心は高まりましたか 

高まった どちらかと言うと高まった 

どちらかと言うと高まらなかった 高まらなかった 

無回答 
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④ 質問４ 家族と政治や選挙について話す機会 

○ 生徒の約２割の者が、話す機会が増えましたが、約７割は変わりま

せんでした。 

 

⑤ 質問５ 投票に行く気持ち 

○ 生徒の約半数の者が、投票に対する意欲が高まりました。 

 

(3) 調査３ 

① 投票した理由 

○ 「勉強をしたことを実践してみたい」、「18歳になったときに役立つ」、

「どうやって決まるのか知りたかった」など、授業を受けたことで

意欲が高まったと思われる回答がありました。その他、投票をした

理由は多岐にわたりました。 

回答（抜粋） 

 18歳になった時に役立つと思った。 

 今年 18歳になったので投票に興味がわいた。 

 投票をしたかった。実際に体験したかった。「模擬投票」は初めてで、

行ってみようかと思った。 

 どうやって決まるのか知りたかった。 

 練習になると思った。勉強になるから。勉強をしたから。 

 投票したほうが良いと思った。投票日だから。 

 友達がやっていたから。みんながやっていた。 

 お知らせを聞いて。ポスターを見て。 

 

23% 74% 3% 

質問４ 家族と政治や選挙について話す機会が 

    増えましたか 

増えた 変わらない 少なくなった 

52% 45% 3% 

質問５ 有権者になったら投票に行こうという 

    気持ちが強くなりましたか 

強くなった 変わらない 弱くなった 
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② 投票してみた気持ち 

○ 「満足感がある」と「楽しかった」という回答が５割以上でした。

一方で「よくわからなかった」という回答も３割ありました。 

質問項目 回答率（％） 

満足感がある 
楽しかった 

53 

それほどのことはなかった 
つまらなかった 

4 

よくわからなかった 30 

その他 11 

無記名 2 

 

③ その人に投票した理由（主な意見） 

○ 候補者選択の理由は多岐にわたりました。自分の考えに近いことを

理由とした回答のほか、候補者の人柄、性別、名前の書きやすさな

どを理由にした回答もありました。 

回答（抜粋） 

 この人ならまかせられる、良い、信じられると思った。 

 良い未来を作ってくれると言っていることが良かった。 

 選挙用看板の写真とスローガンを見て。 

 優しそうな人だから。いい人だったから。 

 名前が書き易かったから。名前が気に入ったから。 

 男性だから。女性だから。 

 

  



59 

４ 調査用紙 

調査用紙１ 生徒対象アンケート（選挙体験学習） 

 

 

 

 

様式
ようしき

1-1

質問
しつもん

１ 選挙
せんきょ

のことを理解
りかい

しましたか。

よくわかった

わかった

あまりわからなかった

わからなかった

質問
しつもん

２ 選挙
せんきょ

のことを意識
いしき

するようになりましたか。

十分
じゅうぶん

に意識
いしき

するようになった

少
すこ

し意識
いしき

するようになった

前
まえ

と変
か

わらない

質問
しつもん

３ 選挙
せんきょ

のことを保護者
ほごしゃ

と話
はな

そうと思
おも

いますか。

思
おも

う

思
おも

わない

どちらともいえない

質問
しつもん

４ 本物
ほんもの

の選挙
せんきょ

で投票
とうひょう

しようという気持
きも

ちになりましたか。

投票
とうひょう

しようと思
おも

う

投票
とうひょう

しようと思
おも

わない

質問
しつもん

５ 印象
いんしょう

に残
のこ

った授業
じゅぎょう

の内容
ないよう

は何
なん

ですか。

質問
しつもん

６ その他
た

、気
き

づいたことや感
かん

じたことを書
か

いてください。

「選挙体験学習
せんきょたいけんがくしゅう

」に関
かん

するアンケート（生徒
せいと

対象
たいしょう

）

（あてはまるところに○をつけてください）

学年
がくねん

　（　1年
ねん

、２年
ねん

、3年
ねん

、専攻
せんこう

科
か

１年
ねん

、専攻
せんこう

科
か

２年
ねん

　）
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調査用紙２ 生徒対象アンケート（模擬投票事後学習後） 
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調査用紙３ 生徒対象アンケート（模擬投票の投票直後） 
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資料２ 授業を行った教員の意見と感想 
（教員対象のアンケート） 

 

県立平塚ろう学校（聴覚障害、高等部）と県立横浜ひなたやま支援学校(知的

障害、高等部)の２校で実施した「選挙体験学習」と「模擬投票」の授業では、

今後の授業改善のための資料とするために、教員を対象にアンケートを実施し

ました。 

 

１ 調査方法等の概要 

(1) 調査方法 質問紙による調査 

(2) 調査対象 平塚ろう学校及び横浜ひなたやま支援学校で授業に携わっ 

     た教員 

(3) 調査内容 調査用紙４を参照 

(4) 調査日  「模擬投票」終了後 

 

２ 調査回答数 

(1) 平塚ろう学校  21件 

(2) 横浜ひなたやま支援学校 24件 合計 45件 

 

３ 調査結果概要 

(1) 校内研修 

  

15% 

45% 

33% 

5% 3% 

質問１ 校内研修（職員対象）の内容や方法は 

    適切でしたか 

よい 

概ねよい 

どちらともいえない 

一部見直し 

大幅見直し 
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肯定的な評価が６割、どちらとも言えないという評価が約３割でした。 

 「短時間で実施できた」、「分かりやすい内容だった」、「新たな気づきが

あった」、「仕組みや流れを知ることができた」などの肯定的な意見や、「資

料が多すぎる」、「不明瞭な内容」、「準備時間が少なかった」などの意見も

ありました。 

 

(2) 「選挙体験学習」の内容や方法 

 肯定的な評価が７割以上ありました。 

 「生徒の実態に合った題材設定ができた」、「経験できたことがよかった」、

「候補者の話を聞いて考えることができた」、「投票の流れを知ることがで

きた」、「興味を引く工夫ができた」、「話し合いができて良かった」、「外部

の人の協力を得られてよい」、「実際を想定した学習環境を用意できた」な

どの評価がありました。 

 一方で、「個々の生徒の実態に合わせることは難しかった」、「内容が難し

かった」、「架空では現実味が十分ではない」、「題材設定や資料づくりなど

に制約が多い印象があった」などの課題があがりました。 

 

25% 

47% 

13% 

11% 
4% 

質問４ 選挙体験学習の内容や方法は適切でしたか 

よい 

概ねよい 

どちらともいえない 

一部見直し 

大幅見直し 
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(3) 「模擬投票」の内容や方法 

 ８割が肯定的な評価でした。「本番に近い学習環境で学べた」、「普段は体

験できないことを学べた」、「代理投票のイメージができた」、「生徒が自分

で調べることができた」などの評価がありました。 

 一方で、「助言の仕方が難しい」、「教員がやっていいことといけないこと

の判断が難しい」、「障害の重い生徒にとって難しい内容」、「開票までに時

間が空いてしまうので授業が繋がらない」、「保護者と一緒に考える機会が

必要」などの課題があがりました。 

  

29% 

51% 

18% 

2% 0% 

質問７ 模擬投票の内容や方法は適切でしたか 

よい 

概ねよい 

どちらともいえない 

一部見直し 

大幅見直し 
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調査用紙４ 教員対象アンケート 

 

様式3

質問１ 校内研修（職員対象）の内容や方法は適切でしたか。

質問２ 校内研修のよかった点は何ですか。

質問３ 校内研修の改善点は何ですか。

質問４ 選挙体験学習の内容や方法は適切でしたか。

質問５ 選挙体験学習のよかった点は何ですか。

質問６ 選挙体験学習の改善点は何ですか。

質問７ 模擬投票の内容や方法は適切でしたか。

質問８ 模擬投票のよかった点はなんですか。

質問９ 模擬投票の改善点は何ですか。

質問10 その他、全般をとおしての意見や感想。

大幅見直し

よい 概ねよい どちらとも 一部見直し 大幅見直し

選挙体験学習と模擬投票にかかるアンケート（職員対象）

よい 概ねよい どちらとも 一部見直し 大幅見直し

よい 概ねよい どちらとも 一部見直し
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資料３ 関連通知、参考資料 

１ 関連通知 

(1) 「高等学校等における政治的教養の教育と高等学校等の生徒による政

治的活動等について」平成 27 年 10 月 29 日付け、文部科学省初等中等

教育局長通知（27文科初第 933号） 

(2) 「参議院議員通常選挙に向けた留意事項について」平成 28 年６月９日

付け、高校教育課長、保健体育課長、特別支援教育課長通知（高第 106

号、保第 46号、特第 25号） 

(3) 「政治活動及び選挙運動に関する対応について」平成 28年６月 21日付

け、高校教育課長、特別支援教育課長通知（高第 131号、特第 27号） 

 

２ 参考資料 

(1) 「「主権者教育の推進に関する検討チーム」最終まとめ～主権者として

求められる力を育むために～」（平成 28年 6月 13日 文部科学省） 

(2) 生徒向け副教材「私たちが拓く日本の未来有権者として求められる力を

身に付けるために」及び同指導資料（平成 27 年９月 総務省・文部科

学省） 

(3) 「シチズンシップ教育 Citizenship Education 指導用参考資料」（平成

23年２月 神奈川県教育委員会高校教育課） 

(4) 「模擬投票指導用資料」（平成 28年４月 神奈川県教育委員会高校教育

課） 

(5) 「政治参加教育 指導用参考資料集」（平成 27 年９月 神奈川県教育委

員会高校教育課） 

(6) 「政治参加教育 模擬投票に向けた授業計画作成事例集（特別支援学校

版）」（平成 28年３月 神奈川県教育委員会特別支援教育課） 

(7) 「小・中学校における政治的教養を育む教育 指導資料」（平成 29年３

月 神奈川県教育委員会子ども教育支援課） 

(8) 「「シチズンシップ教育」推進のためのガイドブック」（平成 21 年３月 

神奈川県立総合教育センター） 

(9) 「＜高等学校＞かながわのシチズンシップ教育ガイドブック」（平成 24

年３月 神奈川県立総合教育センター） 



おわりに 
 

平成 28年度に実施した実際の国政選挙の候補者を扱う「模擬投票」は、神奈

川県立の特別支援学校では初めての取組でした。 

この「実践事例集」は、選挙権年齢が 18歳以上に引き下げられたことに伴い、

特別支援学校での実践例が少ない中、各特別支援学校が適切に対応できるため

に作成しました。 

この「模擬投票」等に臨むにあたっては、教育基本法と公職選挙法の法令を

遵守した上で、障害の状態や発達段階を踏まえた指導について戸惑うことも多

く、実践に関わった教職員と関係者で慎重な検討を重ね、初めて実施すること

ができました。そして今回、その取組の成果と課題を「実践事例集」としてま

とめました。 

この「実践事例集」が、特別支援学校高等部における政治参加教育の推進の

ための一つとして活用され、生徒の自立と社会参加を目指した教育がさらに充

実することを願っています。 
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